
１ 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、小児慢性（公費番号：52）、難病

医療（公費番号：54）等】との併用について  

  

重度心身障害者（児）医療費助成事業は、他の公費の適用がある場合は、他の公費が   

優先となり、他の公費において一部負担金の上限額が設定されている場合の重度心身  

障害者（児）医療費助成の自己負担金の徴収については、以下のとおりとなります。 
   
【例 1：更生医療（一部負担金月額上限：5,000 円）及び重度心身障害者（児）医療費    

助成の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成自己負担金：300円 
 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
2回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
3回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
4回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
5回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
6回目 10,000円 0円 0円 0円 
7回目 10,000円 0円 0円 0円 
8回目 10,000円 0円 0円 0円 

 例 1 の場合、5 回目で更生医療の一部負担金月額上限の 5,000 円に達するため、6 回目   

以降は、更生医療の一部負担金及び重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担金ともに

0円になります。 
 ※一部負担金が0円（発生していない）であるため、重度心身障害者（児）医療費助成

の自己負担金も0円になります。 
 
 



【例 2：更生医療（一部負担金月額上限：5,000 円）及び重度心身障害者（児）医療費    

助成の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成事業自己負担金額：300円 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 9,000円 900円 300円 600円 
2回目 9,000円 900円 300円 600円 
3回目 9,000円 900円 300円 600円 
4回目 9,000円 900円 300円 600円 
5回目 9,000円 900円 300円 600円 
6回目 4,000円 400円 300円 100円 
7回目 10,000円 100円 100円 0円 
8回目 10,000円 0円 0円 0円 

 例 2 の場合、7 回目で更生医療の一部負担金月額上限の 5,000 円に達し、7 回目の一部   

負担金は、上限残額の 100 円となり、一部負担金 100 円は重度心身障害者（児）医療費   

助成の自己負担金 300 円を下回っているため、徴収する自己負担金額は、100 円と    

なります。 
 また、8 回目以降は、例 1 と同様、更生医療の一部負担金及び重度心身障害者（児）    

医療費助成の自己負担金ともに0円になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、小児慢性（公費番号：52）、難病

医療（公費番号：54）等】との併用について② 

 
1 回目の通院で一部負担金が一部負担金月額上限を満たす（又は超えてしまう）場合

には、2回目以降重度心身障害者（児）医療費助成事業の自己負担金は、発生しません。   
 
【例：更生医療（一部負担金月額上限：5,000 円）及び重度心身障害者（児）医療費助成

事業の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成事業自己負担金額：300円 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 50,000円 5,000円 300円 4,700円 
2回目 5,000円 0円 0円 0円 
3回目 5,000円 0円 0円 0円 
4回目 5,000円 0円 0円 0円 
5回目 5,000円 0円 0円 0円 
6回目 5,000円 0円 0円 0円 
7回目 5,000円 0円 0円 0円 
8回目 5,000円 0円 0円 0円 

 

3 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、小児慢性（公費番号：52）、難病

医療（公費番号：54）等】との併用について③ 

  
1 及び 2 で、更生医療を例示しましたが、上限額がある他の公費（小児慢性、難病医療

等）の場合の一部負担金及び重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担金の考え方も  

同様（一部負担金が当該公費の上限額に達した場合、重度心身障害者（児）医療費助成の

自己負担金も0円となる。）になります。 
 


